
 
令和元年度長崎県国民保護図上訓練の概要 

 

  

 

１ 実施日時 

 

令和元年１１月８日（金）１３：００～１６：００ 

 

 

２ 訓練実施場所 

 

長崎県庁：３階防災対策室 

西海市役所：大瀬戸コミュニティーセンター３階大会議室 

 

  

３ 想定 

 

テログループによる爆破テロとこれに引き続く大島大橋の占拠事案等に対し、

関係機関が連携して、負傷者の救護、陸・海・空路による避難を実施するもの。 

 

 

４ 主な訓練項目 

 

(1) 爆破現場の対応    ・・・負傷者の救護・搬送【警察・消防・自衛隊】 

(2) 陸・海・空路による避難・・・大島・崎戸～西海市【自衛隊・海保】 

(3) ブラインド事案対処  ・・・爆発物設置    【県・西海市】 

(4) 対策本部の連携活動  ・・・テレビ会議    【県・西海市】 

 

 

５ 参加機関等 

 

長崎県、西海市、県北振興局、自衛隊（陸自１６連隊、海自佐世保地方隊、２２ 

航空群、自衛隊長崎地方協力本部）、長崎・佐世保海上保安部、長崎県警察本部、 

西海警察署、佐世保市消防局、佐世保市東消防署、日赤長崎県支部、県・市医師 

会、ＤＭＡＴほか               （計２０機関：約１００名） 

 



令和元年度長崎県（単独）国民保護図上訓練の概要

日 時 平成３１年１１月８日（金）１３：００～１６：３０

場 所 長崎県庁防災対策室、西海市役所

目 的

○ 緊急対処事態における、国民保護措置遂行能力
を 向上する。

○ 国民保護計画・対策本部運営マニュアルの検証

主要訓練項目

（１）国及び 関係機関との情報共有と連携体制の確立
① 情報の収集・共有
② 対応のための態勢（体制）確立
③ 法定手続きの確認

（２） 事案への対応と国民保護措置
① 爆破事案への対処
② 占拠事案への対応と住民等の避難（海空路）
③ 第３事案（ブラインド）

参
加

機
関

政府機関
国（仮設）、陸・海・空自衛隊、長崎海上保安部

（水陸機動団を含む）

地方公共団
体

長崎県、県北振興局、西海市、五島市、長崎県警察本部、

西海警察署、佐世保市消防局、佐世保市東消防署

指定地方公
共機関

日赤、県・西彼医師会、ＤＭＡＴ、他

知事等の参加
知事：視察官として参加調整
西海市長：同上

訓練方式 シナリオ方式（一部ブラインド方式）

訓練の公開 公開（研修者、報道機関及び一般参観）

想定の特徴
西海市大島で国際テログループによる爆破事案が発生した。
国の避難指示に基づき大島の住民は本土に避難を開始したが、大島大橋がテログ
ループに占拠され、海空路による避難が行われることとなった。

備考（共同訓練実績）
Ｈ２０年度：共同図上訓練（佐世保市）、Ｈ２３年度：共同実動訓練（大村市）
H２８年度：共同図上訓練（長崎市）、Ｈ２９年度：共同図上・実動訓練（雲仙市）

①爆破事案

事案対応

H

② 占拠事案

現地対策本部

避難実施要領の検討

海空路避難

大島大橋

海路避難

海路避難

空路避難

H
崎戸港

馬込港

H

？場所不明

③ブラインド事案

？ 対 応

大島造船所

西海市役所

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi754L3s6zQAhXIyLwKHdiIATwQjRwIBw&url=http://www.worldkotsu.co.jp/original3.html&psig=AFQjCNE2LTI8VPwtoO-5hzTZvIwFOGUU9g&ust=1479355756328144


訓練シナリオ概要

事態発生状況

●西海市大島（大島造船所）において大規模な爆破事案が発生し、数１０名の死傷者が発生した。

●政府は、緊急対処事態を認定し、西海市大島から本土西海市地区への避難指示が発出された。

●避難を実施する中、大島大橋がテログループに占拠され、自衛隊、海保、警察による海空路避難が必要な事態となった。

時間経過 事態の進展 国・関係機関（自衛隊他） 長崎県 西海市

訓練準備

ＡＭ（１１３０）

【事前説明】

○実施要領規定の説明 ○訓練準備 ○訓練準備 ○訓練準備

訓練開始

ＰＭ（１３００）

（１３３０）

（１４００）

【爆破事案の発生】

○爆破現場の初動対応

・一時退避

・被災者の救護救援

【大島大橋占拠事案の発生】

○避難実施要領の検討・調整

（自衛隊、県防災航空隊、海保船舶）

○緊急参集チーム参集

○安保会議

○閣議

○県特殊重大災害対策本部設置

○自衛隊、海保、消防緊急援助

隊等の派遣要請（災害派遣）

○避難実施要領の調整

（佐世保市等との受入調整）

○海空路避難の促進

○占拠事案への対応（県警）

○市対策本部？設置

○自衛隊等の派遣要請（→県）

○避難実施要領の調整

○海空路避難の促進

（１５００）

（１５２０）

（１５：５０）

訓練終了

【緊急対処事態の認定】

○避難の実施

【第３事案（ブラインド）の発生】

○事態認定・対処方針確立

○緊急対処事態対策本部設置

の指示（長崎県・西海市）

○自衛隊国民保護等派遣命令

○緊急対処事態対策本部設置

○自衛隊、緊援隊、機動隊等の

運用調整

○輸送・医療の調整

○報道対応

○緊急対処事態対策本部設置

○避難所の開設運営

○避難者の救援（炊き出し・医療

支援等）

（１６：００）

（１６：３０）

＜ 図上訓練終了＞

＜ 訓練終了式・振り返り ＞

14:00 県・市合同調整会議（テレビ会議）

14:30 県対策本部（事務局）会議


